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令和３年度 高松市伝統的ものづくり振興事業補助金募集要項 

 

１ 事業の概要及び目的  

高松市伝統的ものづくり振興条例に基づき、事業者、伝統的ものづくり関係団体等が、本

市の伝統的ものづくりの技術や素材を活用して実施する伝統的ものづくり振興事業に、必要

な経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、自主的な活動の促進を図るとともに事

業環境を整備し、伝統的ものづくりの振興に寄与することを目的とする。 

 

２ 補助対象者   

（１） 高松市伝統的ものづくり振興条例第２条第２号に規定する事業者（伝統的ものづくり

に関する事業を行う者で、市内に事業所を有するものをいう。）及び事業者が構成員に含ま

れている団体であって、市内に住所又は事業所の所在地を有するものが過半数となる団体 

（２） 高松市伝統的ものづくり振興条例第２条第３号に規定する伝統的ものづくり関係団体

（商工会議所、商工会、事業協同組合その他の事業者の支援に関する事業を行う団体をいう。） 

 

３ 補助対象事業 

高松市伝統的ものづくりの振興、活性化につながる自主的な意欲のある取組について、以

下の区分ごとに、該当する事業を補助対象とします。 

ただし、いずれの区分においても、事業内容に新規性が必要です。（各事業者にとって、こ

れまでに実施したことのない新たな取り組みを補助対象とします。既存事業の場合は、従来

の事業に加えて内容の拡充等が必要です。） 

また、事業の成果が一過性のものでなく、将来にわたっての継続性が認められるような事

業を優先的に採択することとします。 

補助対象事業 内容 

販路開拓事業 
伝統的ものづくりに係る製品の販路の開拓のために、市外で開催する

展示会、小売店等での出店・ＰＲ事業 

担い手育成事業 
伝統的ものづくりに従事する者又は従事しようとする者の経営力及

び技術力向上又は技術修得に資する事業（参加・主催を問わない。） 

ブランド力向上事業 
現代生活に適応した新しい形式の伝統的ものづくりに係る製品の開

発及び外部専門家等を活用したブランド力向上事業 

 

４ 補助率等 

補助事業 補助率 上限額 

販路開拓事業 

２分の１以内 ５０万円 担い手育成事業 

ブランド力向上事業 

＊補助額が１０万円に満たない場合は、補助対象事業とはなりません。 
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５ 補助対象経費 

対象となる主な経費の概要は、次のとおりです。 

補助事業 補助対象経費 

販路開拓事業 

謝金、旅費、広報費（翻訳料、印刷費、ＨＰ（販売用含む。）制作費）、

マーケティング調査費、委託料（展示会等出展費に係るものを除く。）、

展示会等出展費（通信費、運搬費、設営・装飾費、保険料、翻訳・通

訳料、会場費等）、その他市長が必要と認める経費 

担い手育成事業 

謝金、旅費、広報費（翻訳料、印刷費、ＨＰ制作費）、マーケティン

グ調査費、委託料（研修等開催費及び試作開発費に係るものを除く。）、

研修等開催費（通信費、運搬費、設営費、保険料、翻訳・通訳料、会

場費、研修材料・資料購入費、機材道具類賃借・購入等費用、研修会

等への参加負担金）、試作開発費、その他市長が必要と認める経費 

ブランド力向上事業 

謝金、旅費、広報費（翻訳料、印刷費、ＨＰ制作費）、マーケティン

グ調査費、委託料（展示会等出展費及び試作開発費に係るものを除

く。）、展示会等出展費（通信費、運搬費、設営・装飾費、保険料、翻

訳・通訳料、会場費等）、試作開発費、その他市長が必要と認める経費 

 （１）謝金 

補助事業の遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼した専門家等に謝礼として

支払われる経費 

＜注意事項＞ 

・その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。 

（２）旅費 

補助事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、会議や打ち合わせ等に参加

するため及び販路開拓のための旅費又は事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専

門家等に支払われる旅費 

＜注意事項＞ 

・補助対象となるものは、最も経済的及び合理的な経路により算出されたものとなりま

す。 

・グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象となりません。 

・補助事業以外の用務が一連の旅程に含まれる場合は、用務の実態を踏まえ、按分等の

方式により補助対象経費と補助対象外経費に区分します。 

・出張報告等の作成により、必要性、実績が確認できるものが対象となります。 

（３）広報費 

事業の遂行に必要なパンフレット・ポスター等を作成するための経費及び広報媒体等

を活用するための経費（翻訳料、印刷費、広報用ＨＰ制作費等（販路開拓事業はＨＰ販

売可）） 

＜注意事項＞ 

・ちらし等配布物については、実際に配布もしくは使用した数量分のみを対象とします。 
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（４）マーケティング調査費 

事業の遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費及び調査員等に対して支

払われる経費 

＜注意事項＞ 

・調査の実施に伴う、アンケート調査等の回答者に対する記念品代や謝礼等は補助対象

となりません。 

（５）委託料 

事業遂行に必要な業務の一部を委託するために支払われる経費（展示会等出展費、研

修等開催費及び試作開発費に係るものを除く。） 

（６）展示会等出展費 

展示会等に出展するために支払われる経費（通信費、運搬費、設営・装飾費、保険料、

翻訳・通訳料、会場費等） 

（７）研修等開催費 

事業者等が、研修等へ参加する経費又は人づくりを目的として開催する研修会等に係

る経費（通信費、運搬費、設営費、保険料、翻訳・通訳料、会場費、研修材料・資料購

入費、機材道具類賃借・購入等費用、研修会等への参加負担金） 

（８）試作開発費 

補助事業の遂行に必要な試作品等に係る経費（原材料、設計（デザインを含む）、製

造、改良、加工、機材道具類賃借・購入等費用）及び試作品等を用いた分析等に係る経

費 

 

【補助対象経費全般にわたる留意事項】 

（１） 委託費が事業費全体の１／２以内であることが必要です。 

（２） 補助事業による成果が事業計画の目的に資するものではない場合、補助対象経費とし 

て認められない場合があります。 

（３） 補助事業を行うにあっては、当該事業について区分経理を行ってください。 

補助対象経費は、当該事業に要した経費であって、補助対象事業以外の事業と明確に

区分できるもので、かつ、証拠書類によってその金額等が確認できるもののみが対象と

なります。 

（４） 備品購入は１品５０万円（消費税及び地方消費税を含まない）未満のものに限り、対 

象経費とします。 

（５） 下記の経費は対象外とします。 

   ・団体の運営に係る経常的な経費（電話代、光熱水費、ガソリン代など） 

   ・食糧費 

   ・消費税及び地方消費税 

（６） 申請者について、申請日直近の１月１日現在の住所地（課税地）での市区町村税 

の滞納がない証明書が必要です。（申請者が非・不課税団体等の場合を除く。）  
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６ 交付申請 

（１） 募集期間 

令和３年４月３０日（金）から６月４日（金）まで  

 

（２） 申請書等の提出先 

〒 ７６０－８５７１ 香川県高松市番町一丁目８番１５号 

高松市 創造都市推進局 産業経済部 産業振興課 

ＴＥＬ  ０８７－８３９－２４１１ 

ＦＡＸ  ０８７－８３９－２４４０ 

  

（３）提出方法 

上記提出先へ郵送又は持参してください。 

持参の場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提出してください。

郵送の場合は、募集期間の最終日の消印を有効とします。 

 

（４）提出書類 

下記書類一式を、１部提出してください。 

ア 交付申請書（様式第１号）  

イ 事業実施計画書（様式第２号）  

ウ 収支予算書（様式第３号） 

エ 市区町村税の滞納がないことの証明書 

（申請日直近の１月１日現在の住所地（課税地）での証明書） 

オ 定款・規約・会則等 

カ 団体の概要が分かる書類               オ～キは、申請者が 

（履歴事項全部証明書。最新のもの。写しでも可。）  個人の場合は不要です。 

キ 役員名簿等 

ク 伝統的ものづくりに関する事業を行う者の事業実績を示す書類（過去実績がない

場合は事業計画書） 

ケ 事業者等で構成される団体は、構成員の住所及び氏名を記載した名簿 

コ その他市長が必要と認める書類 

 

 

７ 選考  

 選考は、書類とプレゼンテーション審査により行い、審査結果については、書面で通知しま

す。主な着眼点は以下のとおりです。 

〇事業計画の整合性 

  ・現状・課題、目的、事業内容、目標、遂行方法が整合しているか。 

〇事業実施の確実性 
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  ・補助事業遂行に十分な能力があるか。 

・事業実施における課題と、それに対する対応、スケジュールが明確か。 

・事業の実施に当たり、役割分担は明確か。 

〇事業内容の妥当性 

  ・現状・課題、目的、事業内容、目標、遂行方法が具体的かつ現実的か。 

・事業内容に見合った事業費積算となっているか。 

〇事業内容の先進性 

  ・事業内容に新規性があるか。 

・既存事業の場合は、従来の事業に加えて内容の拡充や事業規模の拡大等があるか。 

〇事業内容の優位性 

  【販路開拓事業】 

・伝統的ものづくりに係る製品の販路の開拓につながるものであるか。 

【担い手育成事業】 

・伝統的ものづくりに従事する者又は従事しようとする者の経営力及び技術力向上又は技

術修得に資するものであるか。 

【ブランド力向上事業】 

・現代生活に適応した新しい形式の伝統的ものづくりに係る製品の開発および外部専門家

等を活用したブランド力向上につながるものであるか。 

〇事業の持続性 

・事業の成果が一過性のものでなく、将来にわたっての持続性が認められるか。 

〇事業の地域への貢献度 

・事業の成果が地域の伝統的ものづくりの振興に繋がるか。 

 

８ 交付決定  

高松市において審査の上、採択事業と補助金額を決定し、文書により申請者に通知します。 

補助金は予算の範囲内で交付しますので、希望に添えない場合もあります。  

事業実施については、交付決定後の着手とし、交付決定前の事前着手は認めません。 

単年度事業に対する補助となりますので、複数年の採択を担保するものではありません。 

補助対象者が当該補助対象事業について、国、県及び地方自治体等の他の補助金の交付決定

を受けた場合は、この要項に基づく補助金は交付しないこととします。 

 

９ スケジュール 

・令和３年６月４日 募集締め切り 

・令和３年６月下旬 プレゼンテーション、審査会 

・令和３年７月上旬 採択事業決定、交付決定 

・令和４年３月３１日まで 事業完了、実績報告書提出 
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１０ 補助金の交付 

補助金は、精算払となります。補助事業の完了後、３０日以内又は令和４年３月３１日の

いずれか早い日までに実績報告書（様式第９号）を提出していただき、事業内容と経費内容

の検査後、確定した補助金額を申請者の指定口座に振り込みます。（振込時期については、実

績報告書の提出後、おおむね１ヶ月後となります。） 

 

１１ 公表 

  採択となった場合には、事業者名、代表者名、住所、採択金額、交付決定額、交付年度、

補助事業名、事業内容、事業の成果を公表することがあります。また、令和４年度の高松市

伝統的ものづくり振興審議会にて成果報告を行っていただきます。 

 

１２ その他 

補助事業の選考時や成果発表時に、伝統的ものづくり振興審議会の委員からいただいた事

業内容等についての専門的な意見や助言を申請事業者に提供いたしますので、事業実施の際

や今後の事業展開に活かしていただけます。 

また、補助事業完了後、補助事業の内容や成果等を市ホームページで紹介するなど、本事

業による成果物の広報に協力します。 

 

１３ お問い合せ先 

〒 ７６０－８５７１ 香川県高松市番町一丁目８番１５号 

高松市 創造都市推進局 産業経済部 産業振興課  

ＴＥＬ  ０８７－８３９－２４１１ 

ＦＡＸ  ０８７－８３９－２４４０ 


